
 

 

 公立大学法人広島市立大学(以下「甲」という。)と        （以下「乙」

という。）とは、公立大学法人広島市立大学サテライトキャンパス総合案内業務（単

価契約）（以下「業務」という。）の労働者派遣について、次のとおり契約を締結す

る。 

 

（総則） 

第１条 甲及び乙は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律（昭和６０年法律第８８号）」（以下「労働者派遣法」という。）及

び本契約書に基づき、仕様書等（別添の公立大学法人広島市立大学サテライトキャ

ンパス総合案内業務仕様書、業務に関する説明書及びこれに対する回答書をいう。

以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、本契約（この契約書及び仕様書等を

内容とする業務の契約をいう。以下同じ。）を履行するものとする。 

２ 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は日本語とする。 

３ 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は日本円とする。 

４ 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、特別に定めがある場合を除き、

計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものとする。 

５ 本契約書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び

商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

（業務内容及び契約金額等） 

第２条 乙は、次のとおり労働者を甲に派遣し、甲は乙に労働者派遣料を支払うもの

とする。  

(1) 業務内容等 

   仕様書等に定めるとおりとする。 

 (2) 契約金額（労働者派遣料） 

   １時間当たり     ・  円 

   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額    ・  円） 

ただし、８時間を超えて就業した時間にあっては、契約金額の１０８分の１０

０に相当する金額に１００分の１２５を乗じて得た金額（当該金額に 1円未満の

端数があるときは、少数点第３位を切り上げる。）    ・  円に１００分

の１０８を乗じて得た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、少数点第

３位以下を切り捨てるものとする。）   ・  円とする。 
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(3) 契約期間 

   契約締結の日から平成３０年３月３１日まで 

 (4) 労働者派遣期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

（契約の履行） 

第３条 乙は、本契約に基づき誠実に契約を履行しなければならない。 

（派遣労働者の選定） 

第４条 乙は、本契約に基づき派遣労働者を派遣するに当たっては、業務の遂行に適

した資格、能力、経験等を有する者を選定するとともに、接遇等の教育訓練を実施

しなければならない。 

（派遣労働者の交代） 

第５条 甲は、派遣された派遣労働者のうちで業務の遂行に当たり、甲の要求する資

格条件による資格、能力、経験等を満たさない等著しく不適当と認められる者があ

る場合は、その理由を付して、乙に対し派遣労働者の交代を求めることができるも

のとする。 

２ 乙は、前項による交代を求められたときは、速やかに調査するものとし、当該交

代要求が不当でないと認められた場合には、遅滞なく甲の要求する資格、条件、経

験等に合致する者と交代のうえ、派遣させることとする。 

３ 乙は、前項の交代に当たっては、十分な引継ぎを行わせ、甲の承認を受けること

とする。 

（労働者供給事業の禁止） 

第６条 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に再派遣しては

ならない。 

２ 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。 

３ 甲は、当該派遣期間中は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。 

（権利譲渡の禁止） 

第７条 乙は、本契約によって生じる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履

行を委任することはできない。 

（甲の調査権） 

第８条 甲は、乙の実施する業務の適正を期するため必要があるときは、その状況を

調査し報告を求め又は指示することができる。 

（実施報告書） 

第９条 乙は仕様書の定めるところにより、甲に業務実施報告書を提出しなければな

らない。 



（労働者派遣料の支払方法等） 

第１０条 甲は、毎月業務完了後、乙の適正な請求に基づき、次のとおり労働者派遣

料を支払うものとする。 

(1) 請求金額の計算 

各月ごとに、派遣労働者の実働時間を３０分単位で集計し、第２条第２号に掲げる１

時間あたりの金額を乗じて得た額（請求金額に１円未満の端数が生じたときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

 (2) 請求の時期 

業務実施月の翌月の１５日までとする。 

 (3) 支払の時期 

乙から適正な請求のあった日から３０日以内とする。 

（談合行為等の措置） 

第１１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。 

 (1) 公正取引委員会が、本契約に係る入札（見積合わせを含む。以下同じ。）に

関して、乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号）第２条第６項の不当な取引制限をし、同法第３条の規定に違反

する行為がある又はあったとして、同法第 7 条又は第７条の２の規定による命

令を行い、当該命令が確定したとき。 

 (2) 本契約に係る入札に関して、乙（乙が法人の場合にあっては、その役員、代

理人又は使用人その他の従業員。次号において同じ。）が、刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の３に規定する行為をし、これに対する刑が確定した

とき。 

 (3) その他、本契約に係る入札に関して、乙が、前２号に規定する行為をしたこ

とが明白となったとき。 

 (4) 本契約に係る入札に関して、乙が、刑法第１９８条に規定する行為をし、こ

れに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。 

２ 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損

害の賠償を甲に請求することはできない。 

３ 乙は、第１項各号のいずれかに該当するときは、契約書記載の単価に１年間の予

定数量を乗じて得た額（以下「支払予定額」という。）の１０分の２（ただし、同

項第４号に該当するときは１０分の１）に相当する額を損害金として甲の指定する

期間内に支払わなければならない。本契約の解除又は終了の後においても、同様と

する。 



４ 第１項の規定により本契約を解除した場合において、甲に生じた実際の損害額が

前項に規定する損害金の額を超えるときは、甲は乙に対しその超える額についても

損害賠償請求することができる。 

（契約の解除） 

第１２条 甲は、前条の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するとき

は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に契約を解除することができる。 

 (1) 甲のやむを得ない事情により、本契約の継続を必要としなくなったとき。 

 (2) 乙が、契約を誠実に履行する見込みがないと甲が認めたとき。 

 (3) 乙が、第５条及び第６条の規定に違反したとき。 

(4) 乙が、前２号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により契約の

目的を達成することができないと認められるとき。 

(5) 乙が、広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱（以下、「暴力団等排除

措置要綱」という。）第２条第２項の規定する暴力団関係者であることが警察等

捜査機関からの通知により判明したとき。 

２ 乙は、前項第２号から第５号までの規定による契約解除により損害を受けること

があっても、その損害の賠償を甲に請求することはできない。 

３ 乙は、同条第１項第２号から第５号までの規定により契約を解除されたときは、

支払予定額の１０分の１に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に支

払わなければならない。 

４ その他契約解除に伴う詳細については仕様書のとおりとする。 

（解除後の処理） 

第１３条 乙は、前２条の規定により本契約が解除された場合は、解除の日までに履

行した業務の内容を書面をもって甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して１０

日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する契約金額相当額を乙に支払う

ものとする。 

（契約保証金） 

第１４条 契約保証金は、乙が、本契約に定める義務を履行したときは、返還するも

のとする。 

２ 契約保証金には、利息を付けない。 

３ 乙が契約の締結と同時に納付した契約保証金は、第１１条第１項及び第１２条第

１項第２号から第５号までの規定により契約が解除された場合においては甲に帰属

し、当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているとき

は、甲は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができ



る。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第１４条の２ 乙は、契約の履行に当たり暴力団等（暴力団等排除措置要綱第２条第

３項にいう暴力団等をいう。以下同じ。）から不当介入を受けた場合は、その旨を

直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策

を講じなければならない。 

３ 乙は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間内の業務遂

行に支障が生じるおそれがある場合は、甲と業務の仕様に関する協議を行わなけれ

ばならない｡ 

４ 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報

告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 

５ 乙は、前項の被害により履行期間内の業務遂行に支障が生じるおそれがある場合

は、甲と業務の仕様に関する協議を行わなければならない。 

（損害賠償） 

第１５条 乙は、乙又は乙の派遣する労働者が業務の遂行に伴い、その責めに帰すべ

き理由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければな

らない。 

（安全衛生の確保） 

第１６条 甲及び乙は、当該業務の派遣労働者の安全及び衛生に関しては、労働者派

遣法の定めるところによるほか、安全、衛生の関連法規・行政通達及び安全衛生規

則を遵守しなければならない。 

（関係法令の遵守） 

第１７条 乙は、本契約を履行するに当たっては、前条のほか関係法令を遵守しなけ

ればならない。 

（守秘義務） 

第１８条 乙は、業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約

の終了後及び解除後も同様とする。 

（個人情報の取扱い） 

第１９条 乙は、本契約による業務を行うため、個人情報を取り扱うに当たっては、

別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

（補足事項） 

第２０条 本契約の履行に定めのない事項については、必要に応じて甲・乙協議して

これを定めるものとする。 



 

 

  本契約を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自１通を保

有する。    

 

平成２９年  月  日 

 

           甲 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号 

               公立大学法人広島市立大学 

               理事長  青 木  信 之 

              

乙  


